
令和６年４月１日付け採用予定 
令和６年度 もとす広域連合職員採用第１次試験要項 

  

もとす広域連合が求める人物像 
 地方自治体を取り巻く環境変化に適応し、常に自己研鑽に努める人 

 公務員としての自覚と誇りを持ち、高い倫理観及び人間性を兼ね備えた人 

 豊かな創造性と広い視野を持ち、情熱を持って行動する人 

 人間関係を円滑に築き、協調性・柔軟性のある人 

 

【医療職】 
職 種 試験内容 採用予定人数 

受験資格 
（下記全てを満たす方） 

医療職 
 

・小論文 
・事務適性検査 
・性格特性検査 

１名 

・保健師もしくは看護師の資格を有

する方 
・昭和 38 年 4 月 2 日以降にお生ま

れの方 

 

●受験資格を満たす方でも、次の各号の一に該当する方は受験できません。 
①日本の国籍を有しない者 
②禁錮刑以上の刑に処され、その執行を終わるまでまたはその執行を受けることがなくなるまで 

の者 
③もとす広域連合において懲戒免職の処分を受け、その処分の日から２年を経過しない者 
④日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊する 

ことを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者 
 

●受験資格の確認について 
 受験資格の有無、申込書記載事項等の真否について確認を行うとともに、記載内容に虚偽ま

たは不正があることが判明した場合は受験できません。 
 

●勤務予定地 

・もとす広域連合本庁（本巣市下真桑 1000 番地 本巣市役所真正分庁舎内） 
 

 試験日時 令和５年１２月１０日（日） 

 受付開始：午前９時３０分  着席完了：午前９時５５分 

 試験開始：午前１０時００分 試験終了：午前１１時３０分 

 



※試験当日は、鉛筆（HB）、ボールペン、消しゴムを持参してください。 

※試験開始時刻に遅れた場合は、受験は認められません。 

※第１次試験を合格された方の第２次試験は、１２月下旬を予定しております。 

第２次試験の案内については、第１次試験の結果と併せて文書にて通知します。 

 

 

 試験場所 本巣市役所真正分庁舎内 

１階 もとす広域連合会議室 
（岐阜県本巣市下真桑１０００番地） 

 

 試験方法 

●小論文試験  （４０分）   午前１０時００分～午前１０時４０分 

●事務適性検査 （１０分）   午前１０時５０分～午前１１時００分 

●性格特性検査 （２０分）   午前１１時１０分～午前１１時３０分 

 

※進行状況により、試験開始時間を変更することがあります。 

 

 受験手続 

申
込
書
類
の
配
布 

 申込書類を令和５年１１月２４日（金）午後５時１５分まで、もとす広域連合総務

課でお渡しします。ただし、土日祝日は行いません。 

 なお、申込書類の郵送を希望される方は、往信封筒に「職員採用試験申込書希望」

と朱書きし、角形２号の返信用封筒に返信用切手１２０円分を貼ったものを同封し、

もとす広域連合総務課までお送りください。 

申
込
書
類 

・履歴書（当方指定様式） 

・資格証明書 

申
込
の
受
付 

 当方指定の履歴書に所定事項を記入のうえ、写真貼付箇所に写真を貼り、令和５年 

１１月２４日（金）午後５時１５分までにもとす広域連合総務課まで提出してくださ

い。 

 郵送にて申込みされる場合は、必ず簡易書留とし、封筒の表に「職員採用試験申込

書在中」と朱書きしてください。令和５年１１月２４日（金）午後５時１５分までに

もとす広域連合総務課に到着した分までを受け付けます。 

※申込後、受験票が、試験日の 1 週間前になってもお手元に届かない場合は、下記までお問

い合わせください。 

 

● 採用試験に関する申し込み・問い合わせ 

   もとす広域連合 総務課  ＴＥＬ 058-320-2266 
〒501-0466 本巣市下真桑 1000 番地 本巣市役所真正分庁舎内  


